
 

伊万里市条例第１９号 

伊万里市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 伊万里市職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１５条の８第３項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型

インフルエンザ等対策派遣手当」に、「第４４条」を「第２６条の８」に改め、同

条第４項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエン

ザ等対策派遣手当」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


